
 
 
 
第 2期 事前対応期 

2-2.事前避難 

1.避難指示と事前避難 

01. 6 月 26 日 午後 8時 44 分に避難勧告が行われ、避難が開始された。 

◆住民の避難開始「気象庁会見。三宅島は二時間程度で噴火の可能性も」、午後八時二七分、

つけっぱなしのテレビが速報をつたえる。午後八時四四分、南西部の阿古地区に避難勧

告。ここには島でただひとつの特別養護老人ホームあじさいの里がある。続いて九時四

五分、今度は島の南東部の坪田地区に避難勧告。さらに九時五五分、村役場のある三池

地区(坪田地区の一部)にも。くりかえされる防災無線が緊迫感をたかめていく。 

避難所は伊豆地区の三宅小中学校のほか、神着地区の老人福祉館と東京都三宅勤労福

祉会館の四ヵ所となっていた。あじさいの里の避難所は勤労福祉会館に決まった。［『三

宅島 島民たちの一年』三谷彰(2001),p.7] 

 

02.平成 12年 6月 27 日に 2,607 名が避難対象者となった。 

◆平成12年6月27日 東京都災害対策本部設置、三宅島に東京都現地災害対策本部設置。

（中略）2,607 名に避難勧告。三宅小学校など、避難所 6 ヶ所に 1,790 名が避難。［『平

成 15年東京都の災害』東京都(2005/3),p.82] 

◆島の西海域で海底噴火、六月二七日。朝、マグマは山頂の西方から南西方向の山腹に貫

入。午前九時二〇分、島の西部にある伊ケ谷地区に避難勧告が出された。避難先は伊豆

地区みやけ保育園。この時点で島の人口の約七〇%にあたる 2601 人が避難対象者となっ

てしまった。［『三宅島 島民たちの一年』三谷彰(2001),p.8] 

 

03. 6 月 29 日に避難勧告が全面解除された。 

◆平成 12年 6 月 29 日、火山噴火予知連絡会(伊豆部会)「火山活動低下、今後陸域及び海

面に影響を及ぼす噴火の可能性ほとんどなし。」三宅村、避難勧告全面解除。三宅島の東

京都現地災害対策本部廃止(三宅地方隊へ移行)［『平成 15 年東京都の災害』東京都

(2005/3),p.82] 

 

04.東京都は、6月 30 日に災害対策本部を解散した。 

◆6月 29日。石原都知事が午後二時過ぎに現地をおとずれ、島の東部である坪山地区の避

難勧告は午後四時に解除。続く午後六時には、予知連から「火山活動は低下しつつあり、

今後、陸域及び海面に影響を及ぼす噴火の可能性はほとんどなくなったと考えられます」

との「安全宣言」が発表され、これを受けて廣瀬直行村長―当時―は、午後七時四五分

に「阿古・伊ケ谷地区の避難勧告を解除し、今夜中に自宅へもどす」と記者会見した。

夜中の避難解除に多少の混乱もあったが、やはり一刻も早く自宅に帰りたいという村民

の気持ちを考えての判断だったのだろう。六月二〇日午後四時をもって、東京都の災害
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対策本部は解散した。［『三宅島 島民たちの一年』三谷彰(2001),p.11] 

 

05. 7 月 14 日に再び避難勧告が行われ、7月 17日に解除された。 

◆7月 14 日～7月 17 日、降灰のため 86名に避難勧告、以後、降灰、大雨のため断続的に

避難勧告。［『平成 15 年東京都の災害』東京都(2005/3),p.82] 

 

2-3.初動体制 

1.東京都および自治体の初動対応 

01.三宅村は、6月 26 日に災害対策本部を設置した。 

◆緊急火山情報「三宅島で噴火のおそれ、厳重に警戒」 

三宅村災害対策本部設置 

［『平成 15年東京都の災害』東京都(2005/3),p.82] 

 

02.東京都は、6月 27 日に災害対策本部を設置した。 

◆東京都災害対策本部設置、三宅島に東京都現地災害対策本部設置。 

陸上自衛隊に災害派遣要請、三宅村に災害救助法適用。 

各局、警視庁、東京消防庁、自衛隊、海上保安庁等が、物資・救援車両搬送、医療班派

遣等に取り組む。 

2,607 名に避難勧告。三宅小学校など、避難所 6ヶ所に 1,790 名が避難。 

［『平成 15年東京都の災害』東京都(2005/3),p.82] 

 

03. 6 月 29 日に都知事が三宅島を視察した。 

◇東京都災害対策本部長である知事が、6月 29 日に三宅島を視察した。［『東京都災害対策

本部 平成 12年 6月 28 日午後 8時 （第 27 報）』東京都] 

 

04. 6 月 30 日午後 4時に東京都災害対策本部が廃止された。 

◇三宅島の火山活動に伴い、東京都は6月27日午前0時15分より災害対策本部を設置し、

応急対策に当たってきたが、29 日の火山噴火予知連絡会（伊豆部会）の発表を考慮して

住民への避難勧告が全面解除されたことを受け、30 日午後 4時をもって、災害対策本部

を廃止した。［『東京都災害対策本部 平成 12 年 6月 30 日午後 4時 00 分（第 38報）』東

京都] 

 

2.政府の初動対応 

01.政府各機関は、6月 26 日に迅速な対応を始めた。 

◆午後八時四五分には、三宅村へ災害救助法を適用。これによって、避難にかかる経費を
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